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船舶事故調査報告書 

 

                             令和元年１１月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 令和元年６月２９日 ０４時５０分ごろ 

発生場所 山形県鶴岡市鼠
ねず

ケ
が

関
せき

港西北西方沖 

粟島港東防波堤灯台から真方位３０５°２７.９海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３８°４４.１′ 東経１３８°４６.２′） 

事故の概要  漁船羽
う

前
ぜん

丸は、ばい
．．

籠の揚収作業中、機関長がボールローラに右半

身を巻き込まれて死亡した。 

事故調査の経過  令和元年８月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 羽前丸、１４トン 

 ＹＭ２－１０７６（漁船登録番号）、山形県漁業協同組合 

 １６.０６ｍ（Lr）×４.５５ｍ×１.６２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４７９kＷ、平成１４年８月２１日 

 第２１１－１７０４０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５２歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成４年１１月１８日 

  免許証交付日 平成３０年２月６日 

         （令和５年２月５日まで有効） 

機関長 男性 ４３歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成３０年５月２５日 

  免許証交付日 平成３０年５月２５日 

         （令和５年５月２４日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（機関長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ２ 

海象：波向 北北西、波高 約０.５～１.０ｍ 

日出時刻：０４時２２分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長、機関長及び甲板員が乗り組み、令和元年６月２８日

２３時００分ごろばい
．．

籠漁を行う目的で鼠ケ関港を出港し、同港西北
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西方沖の漁場に着いた後、東西方向に仕掛けたばい
．．

籠に沿って船首を

西方に向け、主機を中立運転の状態とし、船長が、前部甲板でライン

ホーラにつき、機関長及び甲板員を後部甲板に配置し、２９日０３時

４０分ごろ揚収作業を開始した。 

本船では、船長が、ラインホーラを操作して‘たてもの
．．．．

と呼ばれる

瀬縄’（以下「たてもの
．．．．

」という。）を巻き揚げてから‘ばい
．．

籠を繋
つな

い

だのし
．．

と呼ばれる幹縄’（以下「のし
．．

」という。）を巻き揚げ、ばい
．．

籠

から漁獲物を取り出し、機関長が、船尾のボールローラを操作しての
．

し
．
を巻き取り、もつれたのし

．．
の調整等を行い、甲板員が餌をばい

．．
籠に

取り付けて船尾部に積む作業に当たっていた。 

 船長は、０４時５０分ごろ巻き揚げたのし
．．

が弛
たる

んでいることに気が

付き、異常を感じて船尾方を見ると、のし
．．

がボールローラから外れ、

巻き取られたの
．
し
．
の上に機関長が左半身を下にして倒れているのを発

見し、ラインホーラを停止させた。 

船長は、ボールローラを停止させて機関長に声を掛けたところ、会

話ができる程度にまで意識が回復したものの、吐血して苦しそうな状

態であるのを認めた。 

本船は、船長が、直ちに海上保安庁に救助を要請して揚収作業中の

のし
．．

を切断した後、粟島方面に向けて航行を開始し、０７時３３分ご

ろ来援したヘリコプタによって機関長の吊り上げ救助が行われた。 

機関長は、病院への搬送中に心肺が停止し、病院に到着後、０８時

０３分ごろ医師により死亡が確認され、死因が右外傷性緊張性気胸と

診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 本船の状況概略図、写真１ 

本船、写真２ ボールローラの設置状況、写真３ ボールローラ 

参照） 

 その他の事項 機関長は、平成２３年ごろから本船でばい
．．

籠漁に従事してボールロ

ーラの操作に当たっていた。 

本船のボールローラは、右舷船尾側の甲板上高さ約１９０cm の位

置に設置され、油圧駆動式で、付近に設置された操作レバーを起倒す

ることによって、発停を行うことができるようになっており、安全装

置が備えられていた。 

本船のばい
．．

籠漁では、たてもの
．．．．

（直径約１４～１６mm、長さ約１,

０００～１,３００ｍ、合成繊維製）とのし
．．

（直径約１６mm、長さ約

２,５００～３,１００ｍ、合成繊維製）を連結し、約１２５個のばい
．．

籠を約２０～２５ｍ間隔でのし
．．

に繋げて海底にはわせていた。（図１

参照） 
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          図１ ばい
．．

籠漁の概略図 

 

機関長は、帽子をかぶり、カッパのズボン、長袖シャツ、ゴム手

袋、長靴及び膨脹式救命胴衣を着用していた。 

甲板員は、本事故発生時、機関長に背を向けて作業を行っており、

本事故が発生した瞬間を見ていなかった。 

船長によれば、のし
．．

を巻き揚げる際、ラインホーラの操作とボール

ローラの操作のタイミングが合っていないとのし
．．

が弛んでいくとのこ

とであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 機関長の死因は、右外傷性緊張性気胸であった。 

 本船は、鼠ケ関港西北西方沖において、ばい
．．

籠の揚収作業中、機関

長が、のし
．．

を巻き取り、もつれたのし
．．

の調整等を行っていた際、ボー

ルローラに右半身を巻き込まれたものと考えられるが、目撃者がおら

ず、巻き込まれた状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、鼠ケ関港西北西方沖において、ばい
．．

籠の揚収作

業中、機関長がボールローラに右半身を巻き込まれたことにより発生

したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操業中は、ボールローラに巻き込まれるおそれがあることから、

十分に注意しながら作業を行うこと。 

 

ボンデン 

のし
．．

 

たてもの
．．．．

 

ばい
．．

籠 チェーン 

浮き玉 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐渡島 

鼠ケ関港 
鶴岡市 

粟島港東防波堤灯台 

新潟県 

事故発生場所 

（令和元年６月２９日 ０４時５０分ごろ発生） 

山形県 
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付図２ 本船の状況概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 写真１ 本船 
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甲板員 

船長 

サイドローラ 

のし
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たてもの
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舷門 

約１９０cm 

写真２ ボールローラの設置状況 写真３ ボールローラ 

ばい
．．
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の
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し
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